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（１）目 的 ： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用の実現に当たり必要な周波数の再配分等
に資するため、おおむね２年ごとに電波の利用状況を調査・公表し、国民の意見を
踏まえ、電波の有効利用の程度を評価。この評価結果を踏まえ、周波数割当計画
の作成・改正等を実施。

（２）根拠条文 ： 電波法第26条の２

（３）調査対象 ： 令和２年３月１日現在において、714MHz以下の周波数の電波を利用する無線局

（４）対 象 数 ： 無線局数 ： 98,525局（全国比：2.4％）

免許人数 ： 40,332者（全国比：2.6％）

（５）調査事項 ： 免許人数、無線局数、無線設備の使用技術、使用実態、他の電気通信設備への
代替可能性、電波を有効利用するための計画、周波数の移行計画等

（６）調査方法 ： 北陸３県の無線局について、次の調査を実施

① 総合無線局管理ファイルを活用して、免許人数・無線局数等の集計・分析

② 免許人に対して、年間の運用時間・運用区域、移行計画、運用管理取組状況
等を質問し、その回答を集計・分析
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※複数の電波利用システムを利用している無線局・免許人は、当該複数分をカウントしているため、実際の無線局数・免許人数
より多い。

（参考）令和元年度：714MHzを超え3.4GHz以下の周波数の電波を利用する無線局

平成30年度：3.4GHz超の周波数の電波を利用する無線局














